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　この日にちなみ、人権擁護委員が次の４か所で相談所を開き、人権に関するさまざまな相談
をお受けします。

相談は無料で、予約も不要です。
　家庭内のトラブル、離婚、相続、隣り近所との問題など、日頃お悩みの方は、遠慮なく、ご
相談にお越しください。住所に関係なく、どの会場でもご相談いただけます。もちろん、秘密
は厳守いたします。

開催日時と相談会場
●６月３日（水）　10：00～ 15：00　角田自治センター
●６月５日（金）　10：00～ 15：00　大河原町役場
●６月10日（水）　 ９：00～ 11：30　丸森町まちづくりセンター
●６月13日（土）　10：00～ 15：00　白石市中央公民館

●お問い合わせ　　大河原町字錦町１−１　法務局内
　　　　　　　　　大河原人権擁護委員協議会　☎０２２４－５２－６０５３

人 権 相 談 会 の ご 案 内

毎年6月1日は…
　人権擁護委員の日です

令和８年６月１日号広報しちかしゅくNo.785

七ヶ宿小学校交通安全教室
　５月１1日、七ヶ宿小学校で交通安全教室
が開催され、児童たちは、関駐在所佐藤所
長と湯原駐在所鈴木所長、交通指導隊、ト
ラック協会の方々から交通安全に関する指
導を受けました。１・２年生は、実際に横断
歩道へ行き、安全確認の方法などの練習を
行いました。３～６年生は、校庭で自転車運
転時に注意すべきポイントを習い、設けられ
たコースを走りながら習ったことを確認して
いました。
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たかはた春のキャラまつりに出演しました

七ヶ宿小学校田植え体験

　４月26日、高畠町で開催された「たかは
た春のキャラまつり」に、源流ポッチョン
が出演しました。周辺の市町村からも多
くのゆるキャラが集まった「まほろば国王
決定戦」では、２チームに分かれてジェス
チャー対決や借り物ミッションなどの対決
を行い、会場を盛り上げました。ゆるキャ
ラグッズの物販も行われ、限定商品などを
買い求める来場者の姿が見られました。当
日は約１万人が来場し、終日にぎやかな雰
囲気に包まれました。

　５月13日、七ヶ宿小学校５・６年生の児
童による田植えが行われました。始めにラ
イスファーム七ヶ宿の八島徹也さんから田
植えの方法を教わりました。その後、児童
たちは次々と田んぼに入り、泥のぬかるみ
に苦戦しながらも、ライスファームの講師
の方をお手本に、上手に苗を植えていまし
た。田植え終了後の感想発表の時間には、
ぐんぐん育ってほしいとの声が聞かれまし
た。

▲ゆるキャラの記念撮影の様子

▲横断歩道の渡り方について学びました

▲田植えをする子供たち

　各地区に設置されている集積所は、地区の方々のご
協力で管理していただいております。ルールを守られ
ていないごみは収集することができませんので、ごみ
の種類ごとの分け方、出し方を確認してから出してく
ださい。

「皆さんご存じでしたか？？」
●収集されなかったごみは、地区（班）の方が分別のやり直しをしています！
　分別のやり直しをすることで、収集することができています。
　�他人のごみ袋を開けることは、決して気持ちのいいことではありませんので、自分が出
したごみが、きちんと収集されているか確認して、収集されていなかった場合は、自宅
に持ち帰り、分別のやり直しをお願いします。

●集積所は地区（班）で管理しているため、地区（班）以外の方の持ち込みは禁止です！
　�「他の地区の人がごみを出している」という情報がありますので、集積所は地区（班）の管
理であることを知ってもらい、決められた集積場所へごみを出すようお願いします。

　ごみの分け方と出し方については、こちらをご覧ください　▶︎

●お問い合わせ　　町民税務課　町民係　☎３７−２１１４

ごみの分け方・出し方について
ご協力を
お 願 い
し ま す


